
 

居 住 確 認 書 

  

清瀬市教育委員会 様 

 

 

１．住民登録をする（している）場合 

  海外へ出国する際に住民登録を残したまま出国されますか。  （ はい ・ いいえ ） 

  ＊「はい」を選択した方へ 

手続きがございます。出国される前に学務係にお越しください。   

 

２．住民登録をしない場合 

□滞在先は賃貸物件です。 

賃貸借契約書を添付してください。 

 

□滞在先は持ち家です。 

滞在先住所宛てに届いた公共料金領収書、またはその他郵便物を添付してください。 

 

□滞在先は親族宅等です。 

別途、「同居証明書」の提出が必要となります。 

滞在先住所にて同居される祖父母等が自署したものを提出してください。 

 

   

令和   年   月   日 

 

住 所 清瀬市                       

氏 名                        

児童・生徒との続柄                  

連絡先                        


